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平成２２年度・第２回 富士見市国民健康保険運営協議会々議録 

開 催 日 時 平成２２年８月１１日（水曜日） 午前・午後  １時３０分 

開 催 場 所 富士見市役所 第１委員会室   

会 議 時 間 

開 会 午前・午後 １時３０分 

議 長 斉 藤 重 治 

閉 会 午前・午後 ３時０５分 

出 席 者 数 委員 １２名  事務局員 ９名 

出 
 
 

席 
 
 

委 
 
 

員 

会  長 斉 藤 重 治 委  員 鈴 木   慎 

委  員 新 井 政 子 委  員 武 長 正 洋 

委  員 峯 岸   弘 委  員 近 藤 静 江 

委  員 細 田   勉 委  員 佃   文 博 

委  員 五十嵐   剛 委  員  

委  員 日 鼻   靖 委  員  

委  員 中 島 市 郎 委  員  

委  員 平 澤 克 也 委  員  

欠 会長代理 萩 元 寶三郎 委  員 大 澤 英 雄 

席 委  員 榎 原 章 統 委  員 堤   朝紀子 

委 委  員 須 賀 久 恵 委  員  

員 委  員 田 中 惠 子 委  員  

参   与  

事務局 

市  長 星 野 信 吾 収納対策室長 榎 田 三 次 

担 当 書 記 
市 民 生 活 部

部長事務代理 金 子 富 雄 保険年金課長 久米原 明 彦 

市 民 生 活 部

副 部 長 大曽根 勝 司
保 険 年 金 課

副 課 長 阿 部 泰 二 

収税課長 小 林   誠
保 険 年 金 課

主 査 荒 田 和 久 
横 田 信 二 

収税課副課長 斉 木 公 男   

会議録署名委員 峯岸  弘 委員 細田  勉 委員 
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   ◎開会及び開議の宣告 

〇保険年金課副課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまより富士見市国

民健康保険運営協議会を開会いたします。 

  本日の会議に当たりまして、田中委員、大澤委員、萩元委員、須賀委員、榎原委

員、堤委員さんより欠席のご連絡がありましたので、ご報告いたします。 

  それでは、早速でございますが、お手元の次第に沿って進めさせていただきたい

と思います。 

                         （午後 １時３２分） 

 

   ◎会長あいさつ 

〇保険年金課副課長  まず初めに、本運営協議会会長よりごあいさつをお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

〇会長  皆さん、こんにちは。このところ大変猛暑続きでございましたが、幾日か、

幾らか涼しくなったかなと思ったら、また、今日はこのような猛暑でございまして、

皆様方にはこの暑さでお疲れのところ、またお忙しい中、今日の国保運営協議会に

ご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。 

  日頃は、富士見市の国保運営協議会に対しまして、大変ご理解とご協力をいただ

いておりますこと、重ねて御礼申し上げる次第でございます。今日の諮問事項も２

点ございますが、決算に係る問題とこれからの補正ということが２点の諮問事項で

ございます。今日は皆様方のご討議をいただきまして、この２本を審議いただきた

いということでございます。 

  日頃、医療また介護、そして今話題になっております後期高齢者の問題というこ

とでございますが、私たちもこれらにつきましていろいろとこれから勉強いたしま

して、より良いものにしていかなければならないと思うわけでございます。 

  今後とも、よろしくご協力のほどお願いを申し上げまして、大変簡単でございま

すが、ごあいさつにかえさせていただきます。 

〇保険年金課副課長  ありがとうございました。 

 

   ◎市長あいさつ 

〇保険年金課副課長  続きまして、保険者であります星野市長よりあいさつを申し

上げます。よろしくお願いします。 
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〇市長  皆さん、こんにちは。本日は大変暑い中、またお盆を控えてのところ、国

民健康保険運営協議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、平素は本協議会の発展のために力強いご支援とご協力をいただいております

ことに対しまして、厚く御礼を申し述べさせていただきたいというふうに思います。 

  さて、国民健康保険中央会は、去る、７月１３日に平成２１年度分の国民健康保

険と後期高齢者医療の医療費速報を公表いたしました。それによりますと、平成  

２１年度における国保の医療費は10兆9,175億円、前年比2.4％増、後期高齢者は11兆

9,440億円、前年比5.7％増で、合わせて国保連合会が審査確定した医療費総額は22兆

8,616億円となっております。また、平成２１年度における年間被保険者数は、国保

で3,915万人、後期高齢者で1,365万人とのことでございます。 

  ご存じのように、後期高齢者医療制度は、平成２０年度に導入されたわけでござ

いますけれども、政府民主党の医療保険政策は、後期高齢者医療制度の廃止と、協

会健保や国保も含めた地域保険として一元的に運用する新たな制度をつくるという

ことになっております。それに沿いまして、国の次の医療制度へ向けた動きが現在

活発さを増しているところでございます。現時点で明らかなことは、後期高齢者医

療制度は、平成２５年４月の新制度施行により廃止されること、また、この新制度

の関連法案につきましては、年内に取りまとめを行い、来年１月の通常国会に提案

することとしております。 

また、これと並行して、既に５月に改正されました国民健康保険法より、都道府

県に策定が要請された国保の広域化等支援方針について、全国で検討が進められて

おりまして、本県におきましても、本年１２月を目途に策定するという予定になっ

ております。これらのことから、国保の将来にとって、今年は画期的な年になると

いうふうに思っております。私といたしましても、国保の一保険者として、これら

の動きに対しまして注視し、的確に対応していきたいと思っております。 

さて、本日は９月議会に提案をさせていただきます平成２２年度の補正予算と平

成２１年度の決算の２つの諮問でございます。委員の皆様方には慎重なるご審議を

いただければと思います。 

結びに当たりまして、本当に厳しい暑さ、猛暑というより、酷暑というふうな言

葉がふさわしいのかも分かりませんけれども、まだまだ続くと言われております。

皆様方におかれましては、十分お体にご留意をいただきまして、なお一層、ご健勝

のもとでのご活躍を心からご祈念申し上げまして、ごあいさつにかえさせていただ

きたいと思います。 
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本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

〇保険年金課副課長  ありがとうございました。 

  なお、市長におかれましては、所用のためここで退席させていただきますので、

よろしくお願いします。 

  それでは、以後の進行につきましては会長さんよりお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

   ◎会議録署名委員の指名 

〇会長  それでは、ただいまから協議会に入らせていただきます。 

  今日の諮問事項は２点ございまして、１点目が平成２２年度富士見市国民健康保

険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）でございます。それともう一点は、諮

第２号平成２１年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算につ

いてという２点を今諮問されました。 

  それでは、審議に入る前に、本日の会議録署名委員の選出を行いたいと思います。 

  私のほうで指名させていただいてよろしいでしょうか。 

               「異議なし」の声 

〇会長  それでは、本日の署名委員に峯岸委員と細田委員を指名したいと思います。

よろしくお願いします。 

 

   ◎諮問事項 

〇会長  それでは、早速ですが、諮問事項の第１号、平成２２年度富士見市国民健

康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

  それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

  保険年金課長。 

〇保険年金課長  それでは、諮問第１号につきましてご説明をさせていただきたい

と思いますが、諮問事項の説明に入る前に、本日使用します資料について、確認を

させていただきたいと思います。事前に資料１、資料２、資料３ということで、こ

の３部を郵送させていただいておりますが、本日、机の上に用意をさせていただい

ております資料２でございますけれども、決算の関係の資料でございますが、こち

らの中の数字に若干誤りがありましたので、資料２全体を差しかえさせていただき

たいと思いますので、事前にお送りさせていただいた資料は破棄していただいて、

本日テーブルの上に置かせていただいている資料２を用意いただければというふ
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うに思います。 

   それと、本日お配りした資料の中に、Ａ３で横長のものがあろうかと思います。

表面には「一般会計繰入金の状況［その他繰入額］決算額」となっておりまして、

裏面には「国保税軽減枠の状況」の資料としてご用意させていただきました。これ

は事前に委員さんのほうからご要望がありましたので、それに対する資料となって

おりまして、内容につきましては、後でご説明をさせていただきたいと思います。 

  それから「埼玉の国保」という冊子を、８月号でございますけれども、こちらの

ほうも参考までにご用意させていただきました。この内容につきまして、手前みそ

ですけれども、今回、富士見市が特集になっておりますので、後でご覧になってい

ただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  それでは、早速諮問第１号ということで、資料ナンバー１をご覧になっていただ

きまして、それで私の説明を聞いていただければと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

   諮問第１号につきましては、平成２２年度富士見市国民健康保険特別会計（事業

勘定）補正予算（第２号）ということでお願いをするものでございます。 

１枚めくっていただきまして、２枚目がＡ３の用紙になっておりますので、折れ

ているものをずっと右にめくっていただきますと、全体があらわれてまいりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

  今回の補正予算のねらいといたしましては、主に平成２１年度で概算交付を受け

ていたものがございまして、それらにつきまして清算をしたところ、余計に交付を

受けていたというのがここではっきりしましたので、その分を返還しなければなら

ないということでございます。下半分が歳出ということでなっておりますので、主

にこの下半分の歳出の部分で返還が生じたために、その分を補正させていただくと

いうことでございます。歳入につきましては、この歳出に関する増えた分の財源を

どうするかということで、歳入では繰越金と一般会計からの繰入金をこれに充てる

ということで、補正額といたしましては、歳入歳出ともに1億2,959万8,000円を増

額の補正をさせていただいて、補正後の予算額といたしましては、歳入歳出それぞ

れ108億5,764万8,000円となるものでございます。 

以下は、細かく歳出の増えた分のご説明をさせていただきたいと思います。まず、

下半分の歳出の欄を見ていただきたいと思いますが、3款 後期高齢者支援金等、5款

の老人保健拠出金、それから6款の介護納付金、以上３点につきましては、歳出が

少なくて済むということがここではっきりしましたので、それぞれ減額の補正をさ
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せていただいて、それぞれの拠出金に充てるという内容でございます。 

先ほど冒頭に申しましたとおり、今回の補正の主なねらいとしては、11款の諸支

出金、こちらの内容でございまして、これらは主に返還分ということでございます

ので、それぞれについてご説明を申し上げたいと思います。 

具体的には、一番右の欄になりますけれども、説明の欄をご覧になっていただけ

ればと思いますが、こちらにも書かれておりますとおり、平成２１年度の各種清算

に伴う返還金を計上するものということでございます。まず、療養給付費負担金と

いうものが出てまいります。これにつきましては、8,463万518円ということでござ

いますが、療養給付費負担金につきましては、これは国が34％、医療費のものでご

ざいますけれども、これを国の負担分ということで交付がなされるわけでございま

すが、平成２１年度で清算をしたところ、これだけもらい過ぎていたというのがあ

りまして、その分を返還するという意味でございます。 

このもらい過ぎた主な要因といたしましては、一般分と退職分というものがござ

いまして、この仕組みについて若干ご説明をさせていただきたいと思います。 

一般分というのは、退職者分以外のものでございまして、退職者分といいますの

は、いわゆる「マルタイ」ということでございまして、国保の仕組みの中で申しま

すと、一定の条件がありまして、それは厚生年金などが多いのですが、要は現役の

ときにそれらの社会保険、被用者保険に加入していた期間が厚生年金を受給できる

ような期間、具体的には２０年になるのですけれども、そういうような実績がある

方については、国民健康保険に入られてからも、元入っていた健康保険のほうが、

その方の医療費の支出について負担をするという仕組みになっております。 

これが平成20年度の後期高齢者医療制度の導入のときに廃止されたのですが、今、

経過措置として暫定的に残っております。ただし、年齢が６５歳の誕生日までとい

うことになっております。 

したがって、国保に入られてから６４歳までは、該当する方はこの「マルタイ」

の仕組みの中に入っていて、負担していただいている国保税以外で、その方にかか

る医療費については、全部、元入っていた健康保険のほうが、その財政負担をする

という仕組みになっておりまして、甚だ国保にとっては、非常にいい制度なのです

けれども、それらにつきまして、要は今申し上げましたとおり、負担については、

あくまでも国のほうが負担するのはこの一般分でございまして、退職者の分は国の

負担はないわけでございます。 

今申し上げたとおり、一般分のほうをできるだけ退職者分ということで移行させ
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れば、国の負担がそれだけ少なく済むということから、平成２１年度に、この振替

えという実際の事務なのですけれども、この特別事業ということで、国が推奨した

経過がございまして、市としてもできるだけ一般の扱いをしている中で、退職者の

その条件に該当する方がいるのではないかということで、それを年金の情報をもと

に調べまして、一般分から退職分に振替えをする事業を平成２１年度の１年間をか

けて行いました。 

結果的に振替えをして、その退職者分に移行した方が結構な人数で出てまいりま

したので、その分が国からもらい過ぎていたということになりますので、その分を

清算し、今年度、返還しなければならず、その額が8,400万円少々の金額になった

ということでございます。 

それから、その次の特定健康審査・保健指導負担金、国、県と分かれております

が、それぞれ負担が出てまいりまして、特定健診とそれから保健指導に関しまして

の経費につきましては、市も当然ながら負担があるのですけれども、国と県もそれ

ぞれ負担をしているということでございまして、平成２１年度に申請をいたしまし

て、概算で交付を受けていたのですが、結局、特定健診関係の受診者であるとか、

あるいは保健指導の利用者、こちらが見込みよりも少なかったということでござい

まして、それぞれ国と県に18万円の返還金が生じたということでございます。 

それから、出産育児一時金補助金につきましても、これが国の負担分がありまし

て、一時金の支給者数が少ないとまたこの分も返還しなければならないということ

で、件数としては僅かなのですけれども、一応6万円の返還金が生じてしまったと

いうことでございます。 

それから、次の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金でございます。こちらも同

様に平成２１年度の概算で受けていたものが、清算した結果、返還せざるを得なく

なったということでございます。この円滑運営事業と申しますのは、７０歳から 

７４歳までの方、７０歳代前半の方につきましては、高齢受給者ということで、高

齢受給者証を送らせていただいております。この中身につきましては、窓口の自己

負担が1割になるという内容でございまして、法令に基づきますと、本来は2割の負

担ということになっておりますが、国の軽減策ということで、その分は凍結されて

いて1割の負担に今、現状なっております。この高齢受給者証を発行して、それを

それぞれの該当する方にお送りする必要がありますので、その経費について国のほ

うから補助金が出るという内容でございまして、その郵送代であるとか、あるいは

印刷代につきまして、当初概算で交付されていたものよりも少なくて済んだという
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ことでございまして、その分を返還するということでございます。その額が21万

2,114円、余計にもらっていたということでございまして、この分を返還するとい

う内容でございます。 

最後の療養給付費交付金につきましては、8,538万6,408円ということで、この内

容につきましては、先ほど申しました退職者分のものでございまして、その取りま

とめを行っておりますのが、社会保険診療報酬支払基金というところでございまし

て、こちらに返還することになります。こちらのほうから平成２１年度につきまし

ては、その退職者分として見込みで計算されたものを概算で交付を受けているわけ

でございますが、実際に実績で計算をしてみると、多くもらい過ぎていたというこ

とでございまして、その結果、8,500万円少々の返還金が生じましたので、この分

も返還させていただきたいということでございまして、これらの返還金を合計いた

しますと、こちらにも書いてございますとおり、1億7,064万9,000円余りになると

いうことでございます。それらについて補正をさせていただくということでござい

まして、結果的に補正後の額は、当初科目設定として1,000円を設定しております

ので、1億7,065万円ということで、補正後の額になります。この分はそのまますべ

て返還金ということで、内容になってございます。 

歳出につきましては、冒頭申し上げましたとおり、上の３項目については、逆に

支出金が少なくて済むということがここではっきりいたしましたので、その分を減

額させていただいて、あわせまして、1億2,959万8,000円を増額させていただくと

いう内容になっております。 

続きまして、歳入につきましては、冒頭申し上げましたとおり、この歳出を賄う

ための財源の補てんということでございまして、繰越金につきましては、後ほど平

成２１年度の決算のほうをご説明させていただきますが、その折に収支で差額とし

て6,312万3,000円が繰り越しの財源として充てられましたので、その分を全額、今

回のその返還の財源として充てるという内容になっておりまして、具体的には

1,312万3,000円を増額させていただいて、補正後の額といたしましては、6,312万

3,000円ということになります。 

これでは当然、返還金の財源として足りませんので、その足らない分を、いわゆ

る赤字補てんという形で一般会計のほうから繰り入れをさせていただきたいとい

うことでございまして、補正額といたしましては1億1,647万5,000円ということで

ございますが、この分、多く一般会計のほうから繰り入れをさらに求めるというこ

とになりまして、補正後の額といたしましては、6億4,581万1,000円というふうに
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させていただきたいという内容でございます。この繰入金と、それから繰越金を合

わせまして、1億2,959万8,000円ということで補正をさせていただいて、この返還

に充てたいという内容でございます。説明としては以上でございます。 

それと、このときにあわせて、冒頭、資料の確認をさせていただいたときにお話

をさせていただいたとおり、委員さんのほうから資料の求めがございましたので、

この時間の中でご説明をさせていただきたいと思います。まず、Ａ３の紙を横に広

げていただいて、一般会計繰入金の状況ということで、［その他繰入額］決算額と

冒頭に書かれているかと思いますが、こちらのほうを見ていただいて、富士見市が

真ん中あたりにあると思います。県内の市の状況をすべて書かれておりまして、平

成２０年度につきましては、一番右の欄になりますけれども、いわゆる先ほど申し

ましたとおり、赤字の繰り入れでございます、一般会計からの。その額がどの程度

になっているかというものを表わした資料でございまして、網かけの富士見市の部

分を見ていっていただければお分かりのとおり、平成２０年度につきましては、ラ

ンクとしては21番目ということで、真ん中程度という内容になろうかと思いますが、

これだけ一般会計のほうから繰り入れをしていただいているという内容でござい

ます。 

平成２１年度につきましては、富士見市のほうは、もう出ているのですけれども、

他の市がまだ公表されておりませんので、富士見市だけ平成２１年度の状況を申し

上げますと、まず被保険者数につきましては、3万1,871人という計算になっており

ます。その他繰入額としては2億4,382万2,000円ということで、１人当たりに直し

ますと、7,650円という結果になっております。したがいまして、他の団体がまだ

結果が出ておりませんので、どれぐらいのこれが位置づけになるかというのは、ま

だわからないのですけれども、恐らく他団体も当市と同じような状況であろうと思

います。医療費の伸びも、想定よりも少なかったというのがありますし、それから

前期高齢者交付金につきまして、埼玉県内のほとんどの市は、より多く交付がなさ

れているはずでございますので、そういった意味からいくと、全体的に一般会計か

らの繰入額というのは下がっているのではないかなというふうに想定はできます

が。ただ、これも想定でありますので、結果が出てみないと何とも言えない状況で

ございますが。いずれにしましても、平成２０年度につきましては、県内でも市の

中では真ん中程度ということでご理解いただきたいと思います。 

それから、裏面になりますけれども、国保税の軽減枠の状況ということでござい

ます。後で決算のときにもご説明をさせていただきたいと思いますが、まずこの軽



－10－ 

減の仕組みについてご説明させていただきたいと思いますが、軽減ということで、

低所得者ということなのですけれども、実際には当市の場合は４方式で賦課をして

おります。一つは所得割、もう一つは資産割、それから３点目としては均等割、４

点目として平等割ということでございまして、この軽減というのは、この均等割と、

それから平等割を軽減していくということでございます。それで、まず本来の法令

によると、７割、それから５割、２割の軽減ができるということになっておりまし

た。 

ところが、平成２１年度までは、これに制限がありまして、どんな制限かと申し

ますと、先ほど申しました所得割と、それから資産割、これを応能分というふうに

考えているのですけれども、本人の支払いの能力に着目した部分、それから均等割

と平等割というのは、これ応益割ということで、加入しているだけで、それだけの

負担が出るという意味で応益割という呼び方をしておりますが、本来この応能割と

応益割の割合が50％ずつが適正だというふうに言われておりまして、その部分が、

５割、５割の比率にならないところは、その７割、５割、２割の軽減はしてはいけ

ませんよという、制限がございまして、実際どういう軽減をしていたかというと、

当市の場合は、この応益割、応能割の負担割合が大体７割、３割ということで、応

能割のほうの負担が７割ということでございましたので、この７割、５割、２割の

軽減ができないという制限がかかっておりまして、実際には６割、４割という軽減

はしておりましたが、この７割、５割、２割という軽減は、平成２１年度まではで

きなかったということでございます。 

ところが、ここで平成２２年度から、この制限が撤廃されまして、７割、５割、

２割については、それぞれの保険者の判断でできるということになりましたので、

したがって、富士見市のほうも、この７割、５割、２割の軽減を導入することはで

きるのですが、この導入に当たりましては、当然ながら、税条例の改正が必要にな

ってまいります。そして、それについて今のところ、まだ、担当としては提案する

環境にないということで、提案をしていない状況でございます。 

それで、委員さんのほうから、県内の状況はどうなっているのかということでご

質問がございましたので、資料を用意させていただきました。資料のほうを見てい

ただきますと、最初の欄としては平成２１年度以前から７割等の軽減を行っていた

市ということで、先ほど申しましたとおり、その制限がございましたので、制限に

該当しないところは７割、５割、２割という軽減ができたわけでございますが、そ

れが平成２１年度以前は３市が、市の中で申しますと該当していたということでご
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ざいまして、春日部市、久喜市、吉川市、こちらのほうが平成２１年度以前から７

割、５割、２割の軽減を行っていたということでございます。 

次の欄の平成２１年度につきましては、平成２２年度からその規制緩和と同時に

条例を改正して、この７割、５割、２割の軽減を導入した団体ということでござい

まして、川越市、さいたま市、所沢市、飯能市、朝霞市、志木市、新座市というこ

とで７市ということでございまして、現状、１０市で７割、５割、２割の軽減を行

っているというのが実情でございます。 

次に、２方式というふうに出てまいりますが、これは先ほど申しましたとおり、

当市のほうは４方式で行っておりますが、当市で行っているうちのその資産割と、

それから平等割、こちらのほうを除いた残りの２方式、所得割と、それから均等割

で国保税を賦課している市という意味で、丸がついている川越市とさいたま市につ

いては２方式ですよというのを表わしたものでございます。 

次に、税率の改正ということで、この軽減の７割、５割、２割を導入するのに当

たって、あわせて税率のほうも改正をしたというところを丸印であらわしておりま

す。同時に行ったところは、この丸印ということで、さいたま市と飯能市と新座市

ということになります。それから、あわせて法定の限度額がございまして、それに

つきまして引き上げを行ったところということで、これについては、川越市、さい

たま市、飯能市、志木市が限度額の引き上げもあわせて行っているということでご

ざいます。 

以上、簡単でございますけれども、資料のご説明とさせていただきたいと思いま

す。事務局からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇会長  どうもありがとうございました。 

  それでは、この件につきまして、質疑とか、あるいは分からない点を質問なりし

ていただきたいと思います。どなたかございましょうか。質疑ございますか。 

               「なし」の声 

〇会長  ないようでしたら、討論があれば、討論を承ります。 

               「なし」の声 

〇会長  討論がなければ、採決いたします。 

  諮問第１号に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

               〔賛成者挙手〕 

〇会長  挙手全員でございます。 

  よって、諮問第１号は承認されました。ありがとうございました。 
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  次に、諮問第２号平成２１年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入

歳出決算についてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  保険年金課長。 

〇保険年金課長  それでは、諮問第２号につきましてご説明をさせていただきます。 

  資料といたしましては、資料２をご用意いただきたいと思います。１枚めくって

いただきまして、まず１ページ目、下のほうにずっと右に広げていただきますと、

Ａ３の用紙になっておりまして、下のほうにページが打ってございますので、１ペ

ージとなっているかと思います。これにつきましては、決算の概要ということでご

ざいまして、主に今日はこの決算の概要を使いましてご説明をさせていただきたい

と思いますが、以下、２ページ以降、これは裏面も印刷をされておりますが、実際

の決算の細かい内容になっておりますので、後ほどご覧になっていただければと思

います。 

  それで、９ページからまたＡ４判に変わりますが、こちらのほうはカラー印刷に

なっておりまして、１ページの右側のほうの下のほうに決算状況グラフというのが

入っているかと思いますが、これ非常に白黒ですと見づらいのですが、こちらの９

ページを見ていただければ、同じ内容でカラー印刷になっておりますので、若干見

やすいかなと思いますが、いずれにしても、ちょっと字が小さいものですから、見

づらいかと思いますが、申しわけございませんが、こちらのほうも見ていただきな

がらお願いしたいと思います。 

  それから、10ページ、11ページは、それぞれ統計の資料ということで、カラー刷

りのものをご用意させていただいておりますので、参考までに見ていただければと

いうふうに思います。 

  では、１ページのほうに戻っていただきまして、順次説明をさせていただきたい

と思います。まず、一番左のほうの上にございますけれども、国保の加入状況でご

ざいますが、まず市の総世帯数でございます。これ年度末の数字でございますけれ

ども、平成２１年度につきましては4万5,924世帯ということで、若干、平成２０年

度に比べますと伸びているということでございます。 

  続いて、国保の加入世帯としては、1万7,848世帯ということで、これも年度末の

数字でございますけれども、こちらのほうも若干伸びているということでございま

す。それから、世帯の加入率としては、若干、平成２０年度に比べると、少しです

けれども、マイナスの数字が出ているという内容でございます。 



－13－ 

  続きまして、人口でございますが、市の人口につきましても、年度末のこの数字

でございますけれども、10万7,001人ということで、微増でございますが、国保の加

入者につきましても、3万1,709人ということで、こちらのほうも微増となっており

ます。加入率については、世帯の加入率と同様に、若干減っております。 

  続きまして、経理状況でございますが、まず歳入総額につきましては、平成２０

年度に比べますと若干増えたという内容でございます。歳出の総額につきましても、

若干増えたということでございまして、実質の収支としては6,312万3,000円という

ことで、先ほど補正の中で繰越金ということで計上させていただいておりますが、

この内容がこのままこちらのほうに載っております。ただ、実質収支としてはマイ

ナスの増減率ということになっております。 

  それから、単年度収支でございますけれども、こちらのほうは実質の収支という

ことになりますが、単年度で見ると相変わらず赤字だということが、これで表わさ

れております。繰越金につきましては、平成２１年度につきましては2億6,886万

4,000円ということで、こちらのほうは非常に伸びておりましたので、何とかやりく

りが平成２１年度にはついたということでございまして、その分、一般会計からの

繰り入れを減らすことができたということでございまして、一般会計からのその他

繰り入れとしては2億4,382万2,000円ということで、増減率に直しますと52％の減と

いうことでございます。 

  続きまして、国保税の状況でございますが、税率は平成２０年度と変えてござい

ませんので、同じでございます。決算といたしましては、一番下の現年課税分の計

というところを見ていただければお分かりのとおり、それぞれ増減率としては減っ

ております。最終的な収納額としては、25億9,262万9,000円ということでございま

して、収納率に直しますと87.92％にとどまったということでございまして、平成 

２０年度と比較して落ちたということでございます。 

  続きまして、短期被保険者証の交付状況でございますが、平成２１年度というこ

とで３月末の数字でございますけれども、1,866件ということで交付をさせていただ

いております。これが直近の数字、７月の末で申しますと、1,691件まで減っており

ます。 

  続いて、資格証明書の交付状況でございますが、平成２１年度３月末で32世帯に

対して交付をしておりますが、これも直近の数字７月末で申しますと、30件という

ことで、2件ですけれども、若干減っております。以上の状況になっております。 

  続いて、先ほどご説明した軽減でございますが、６割軽減と４割軽減、それぞれ
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富士見市のほうは行っておりまして、このような状況になっておりまして、若干、

平成２０年度に比較するとそれぞれ増えているということでございます。 

  一番最後の欄ですけれども、減免ということでございまして、この内容につきま

しては、減免についても法定の減免もありますし、市の裁量で行える部分もござい

まして、結果的に53件という内容になっておりますが、このうちの内訳を申します

と、51件が、いわゆる旧被扶養者に対する減免ということで、何度かご説明をさせ

ていただいておりますが、一番簡単な例で申しますと、後期高齢者医療制度には75歳

になると移行されると。例えばご主人が、相変わらずサラリーマンとして現役で働

いていらっしゃって、その職場の健康保険に入られていると、奥さんは収入がない

と、ご主人の扶養ということで、奥さんもこの被用者保険のほうに入ることができ

たわけですけれども、７５歳になられて、ご主人が後期高齢者医療制度に移行され

ますと、奥さんもそのまま、その被用者保険に入っているわけにいきませんので、

そういった方、皆さんが国民健康保険のほうに移ってくると。そうすると、当然今

まで被用者保険の被扶養者ということで保険料の負担はなかったわけですけれども、

国保に入ってきますと、当然ながら、負担をしていただかなければならないと。そ

れは不合理だということで、その分は軽減をするということでございまして、この

旧被扶養者に該当されると、軽減がされるということでございます。その件数とし

て51件あったということでございます。 

残りの2件につきましては、1件は火災に遭われて、災害に遭われたということで、

支払う能力はないということから減免になった方が1件、それから先ほど申しました

とおり、市の判断で減免できるケースがあるのですけれども、それは生活困窮とい

うことで、確かにその方は国保税を今負担していただく能力がないというものを市

のほうで判断できると、その分を減免させていただいておりますが、その申請が1件

ございましたので、その分を減免させていただいたということでございまして、ほ

とんどが旧被扶養者の減免であるということでございます。総計で53件の減免を行

ったということでございます。この旧被扶養者の減免の数が多かったものですから、

平成２０年度に比べますと減免をされた世帯、それから金額ともども増加している

ということでございます。 

  次に、右のページのほうに移ります。今度は給付の状況が最初に入ってまいりま

す。まず、冒頭に療養給付費等費用額ということでございますが、いわゆる医療費

ということでございまして、平成２１年度につきましては、総計で84億77万円とい

うことで、増減率としては4.05％という内容になっております。ですので、右肩上
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がりであることは間違いないのですけれども、伸び率としては若干、平成２０年度

に比べると下回ったということでございます。 

  続いて、高額療養費につきましても同様でございますけれども、平成２１年度に

つきましては、6億7,224万5,000円ということで、増減率としては10.68％というこ

とで、平成２０年度に比較しますと、右肩上がりであることは間違いないのですけ

れども、若干、伸び率としては下回ったということでございます。 

  以下、同様に出産育児一時金、それから葬祭費につきましても、若干、支給が平

成２０年度に比べると下回っております。ただ、出産育児一時金につきましては、

平成２１年度につきましては、また盛り返しまして、156件の支給がありまして、平

成２０年度に比べますと、若干ですけれども、増加の傾向にあるということが言え

るかと思いますが、ただこれがこの先ずっと続くかどうかは、なかなか推測ができ

かねる状況でございます。葬祭費につきましては、先ほど申しましたとおり、若干、

減っております。 

  それから、次の後期高齢者支援金、老人保健拠出金、それから介護納付金につき

ましては、先ほど補正の中でもお話をさせていただいたとおり、平成２１年度につ

いては、若干増えているものがございますが、当然ながら、平成２１年度につきま

しては、拠出金が一定程度ございましたけれども、平成２２年度で、また拠出金と

いうのが出てまいりますので、その部分を見ていただければというふうに思います

が、後期高齢者支援金については、増加をしております。 

  それから、老人保健拠出金につきましては、これは平成２０年度と申しますか、

平成２０年３月診療分をもって、この老人保健制度については廃止にはなっている

のですけれども、平成２２年度まで、この会計は残すということになっております

ので、若干その平成２０年３月診療分を含めて、それ以前の未請求の部分であると

か、そういったものが今後も出てくる可能性があるということから、老人保健の拠

出金というものも毎年、廃止にはなっていますけれども、少なからず出てきている

ということでございますが、当然ながら、額としては、毎年減ってきておりますの

で。したがって、平成２１年度につきましても、4,064万1,000円ということで、80％

余り、前年に比べますと減っております。これがさらに平成２２年度になると減っ

ていって、最終的にまだどうするかというのは、国のほうから何も指示がございま

せんけれども、平成２２年度をもって、この会計自体もなくなりますので、したが

って老人保健拠出金については、平成２３年度以降はこの欄がなくなってくるとい

うことでございます。 
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  介護納付金につきましては、第２号被保険者の分の介護保険料でございますので、

全国的に介護のその１人当たりの負担というものが少なくなると、当然ながら、こ

れも減ってくるということで、要するに介護サービスの供給量が減ると、この部分

が減ってくるということでございまして、介護納付金については、平成２１年度に

ついては、平成２０年度に比較すると2.45％減っているということでございまして、

全体的にはそういうような流れになっております。 

  続いて、保健事業のほうでございますけれども、まず特定健診の関係でございま

す。特定健診は、受診者が件数として、平成２１年度については7,768件ということ

でございまして、これが受診率に直しますと36.6％余りになりました。ただ、この

受診率については、まだ確定はしておりませんが、決算としては確定しております

けれども、受診率としては、国に報告するというのが、まだされておりませんので、

国の報告をもって最終的な確定の率になるわけですけれども、今のところ、仮の値

でございますけれども、36.6％という受診率でございます。これが平成２０年度の

ときは38.7％の受診率でございましたので、若干下がってしまったということでご

ざいます。この点については、どこの市町村も、この特定健診の受診率については、

非常に苦慮しておりまして、特にその未受診者対策をどうするかというのが、今大

きなテーマになっております。いずれにしても、そのような状況になっております。 

  続いて、人間ドックの補助でございます。こちらのほうは、おかげさまで723件と

いうことでございまして、平成２０年度に比べますと大幅に伸びております。これ

は原因といたしましては、こちらにもいらっしゃいますけれども、日鼻先生を中心

にして、人間ドックの検査項目について、平成２１年度、大幅に見直しをさせてい

ただいて、そのアナウンス効果もあろうかと思いますけれども、その結果として、

人間ドックを希望される方が相当増えたということが原因になっております。 

  先ほどの特定健診にお話を戻しますけれども、当市の場合は、人間ドックを受け

た場合であっても、この特定健診を受けたということになりますので、したがって

特定健診の受診率は落ちておりますけれども、その分、人間ドックの受診者が増え

ておりますので、最終的には受診率といったものを出すとしたら、人間ドックと合

わせれば２０年度並みぐらいになるのではないかなと、というふうに担当のほうで

は考えているところでございます。 

  次に、保養施設でございます。こちらのほうは第１種・２種（宿泊施設）につき

ましては、若干、平成２１年度、平成２０年度と比べますと伸びております。第３

種、温泉入浴施設でございますが、こちらのほうは大幅に利用者が伸びております。
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平成２０年度と比較し、平成２１年度がこれだけ伸びた原因でございますけれども、

考えられるのは、新たに平成２１年度につきましては、旧大井町にある「真名井の

湯」、それからみずほ台の「きらく」、そちらを該当施設ということで加えさせて

いただきましたので、その分、伸びたのかなというふうに考えております。 

  ちなみに、今年度、平成２２年度からは、志木市にございます「おふろの王様」

とも契約ができましたので、平成２２年度からはそちらもご利用いただけることに

なりましたので、平成２２年度についても、若干伸びるのではないかなと担当のほ

うでは考えているところでございます。 

  以下、２ページ以降は、細かい部分でございますので、参考までに見ていただけ

ればというふうに思います。概要としましては以上でございますので、よろしくお

願いします。 

  以上でございます。 

〇会長  どうもありがとうございました。 

  それでは、この点につきまして、質疑を受けます。 

〇委員  ３点ばかり質問させてもらいます。 

  一つは、ここに実質収支というふうにあります。一般的には実質収支の求め方は、

形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を引いてもらうというふうにして、算定利

用ですけれども、これが主要財政の中で、その20％を超すと新しいものが提案でき

ないとか、いわゆるこの夕張市みたいな形になるというふうにも聞いているのです

けれども、ここでいう実質収支というのは、どういう意味があるのかということが

一つです。 

  それから、もう一つは、現年度課税分の収納率が年々低下しています。ここの資

料であるように、３年を並べてみると、年々低下しているわけなのですけれども、

その原因はどこにあるのか。そして、その対策はどういうふうにされているのかと

いうのが二つ目です。 

  それから三つ目、延滞金、加算金が課料されているようですけれども、その延滞

金の料率というのは、今どういうふうになっているのか。それから、その延滞金が

あることによって、滞納金を納付していくのに、この邪魔になっていないかとか、

しにくくなっていないかというふうなことなのですけれども、その３点についてお

尋ねしたいと思います。 

〇会長  保険年金課長。 

〇保険年金課長  それでは、３点ばかりご質問いただきましたので、まず１点目の
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実質収支の内容でございますが、公会計におきましては、先ほど委員さんもご指摘

のとおり、赤字というわけにまいりませんので、これは簡単に申しますと、一般会

計からの繰り入れを、その他繰り入れ、赤字補てん分を入れて、支出のバランスを

とっているというのが現状でございますので、それらを含めた額で出すとこうなる

ということでございますが、いわゆるプライマリーバランスということで、その当

該年度の収支のバランスはどうかというのを見るのが、この単年度収支の部分でご

ざいまして、単年度収支を見るとマイナスという結果になっておりますので、国保

の運営においては、この一般会計からの赤字繰り入れがないと、こういうふうにな

ってしまうということでございます。簡単に申しますと、以上の内容になっていま

す。 

  それから、収納率の関係につきましては、担当課長のほうからご説明させていた

だきたいと思います。 

〇会長  収税課長。 

〇収税課長  収税課のほうから、この件についてご説明申し上げます。 

  収納率についてですけれども、資料をご覧いただくと、平成１９年度で現年度

90.86、平成２０年度が88.97、平成２１年度が87.9というふうに下がり傾向という

ことでございます。詳しい減った原因は、究明はできませんが、推測といたしまし

ては、平成２０年度からなったというデータが見られております。雇用形態が平成

１９年度以前と平成２０年度以降では大きく変わったということが一つの大きな原

因としてあろうかと思います。というのは、被用者保険に入られていた方が、景気

の低下、後退に伴いまして、雇い止め、あるいは失業、リストラということで、非

自発的退職、失業ということが大きな社会現象となっているのかと思います。これ

につきまして、そういう方々が今まで被用者保険に入られていた方が、国民健康保

険のほうに移行されてきている。当然のことながら、景気の低下に伴っての移行で

ございますので、担税能力が強いほうではない方が入られてきているということが、

一つ原因として推測できます。 

  以上でございます。 

〇会長  保険年金課長。 

〇保険年金課長  最後の延滞金の関係でございますけれども、基本的には収税課の

ほうで担当している部分でございますけれども、それがどういうふうにこの収納率

と関係が出てくるかというのは、なかなか見えない部分でございまして、そういっ

た意味からいくと、それほど収納率には影響ないのではないかなというふうに担当



－19－ 

としては考えております。 

  以上でございます。 

〇会長  収納対策室長。 

〇収納対策室長  今の延滞金のお話なのですけれども、延滞金につきましては、金

融機関の窓口のほうについては、当然その発生しているのを納付するのが、これは

現状になりますので、事務的な手続といたしましては、金融機関のほうから、納期

の過ぎたものにつきましては、照会が来まして、電話でその日付の延滞金を計算い

たしまして、その窓口のほうにあわせて、本税とを徴収していただいております。

延滞金の手続につきましては、その延滞金が納付に対してネックになっているかど

うかということの先ほどのご質問なのですけれども、そういった分析として、直接

私どものほうに集約しているものございませんので、それでは納付の妨げになると

いうことにはならないのではないかと。もちろん制度的にいただかなければいけな

いものですのでというふうに考えております。 

  以上です。 

〇委員  よく聞くことは、払いたいのだけれども、延滞金を払えないという声とい

うのは、よく聞くのです。それで、そういうふうな妨げになっていないのかという

意味は、そういうことなのですけれども。年間で、この延滞金、過料というか、幾

らくらい、何％とかというのはあるのですか。 

〇会長  収税課長。 

〇収税課長  これは税法で決まっておりまして、法律で年間に14.6％ということに

なっております。ただ、これは高いとは思うのですけれども、期限内に納付をいた

だける方に対しての公平を保つためにペナルティーとして科されるもの、つまりい

わゆる利息ではございません。 

  以上です。 

〇会長  ほかに質疑ございますか。 

               「なし」の声 

〇会長  質疑がなければ、討論を行いたいと思います。 

  討論ありますか。 

〇委員  では、何か私ばかりしゃべるようで申しわけないのですけれども。 

〇会長  結構です。 

〇委員  いいですか。では、３点にわたって、私の意見、これを見て、そういうよ

うな問題点も含めたものをちょっと意見を出させてもらいたいと思います。 
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  一つは、国保税の低所得者に対するこの対策が必要なのではないかというふうな

ことなのです。国保税は、１人平均、ここの資料にもあるように9万2,491円、これ

は４人家族だと36万9,900円になるわけなのです。特に所得100万円という世帯で、

この国保税というのは16万3,400円だそうです。ここにも軽減措置で４割軽減という

のがありますけれども、４割軽減を受けて12万2,100円というふうなことで、被保険

者の負担能力が、かなり超えているのではないかというような認識を私は持ちます。 

そういうような中で、またこの滞納世帯がどんな世帯が滞納しているのかという

ようなことで見てみますと、所得100万円未満の人が、約70％なのです。だから、滞

納している人の約69.幾らか、約70％が100万円以下の人だというふうなことなので

す。そういうふうな実情からすると、やっぱり低所得者対策として、市の独自減免

規定を策定するなどして、そういう対策がどうしても必要なのではないかと。そう

しないと、やっぱり財政が、いわゆるこの持っていかないのではないかというふう

な形を持っています。払いたくても払えないというこの保険税は、納付率を低下さ

せて、短期保険証の増加につながると、そういう点で、これはやっぱりどうしても

低所得者対策という形で、何らかの方策が必要なのではないかというふうなことで、

保険年金課長さんには、先ほど話していただいた資料を事前にお願いしたわけなの

です。 

それから、もう一つなのですけれども、一般会計からの繰入金の問題です。一般

会計の繰入金は、当初予算は8億8,456万円だったのを、減額補正で2億4,382万円と

いうふうに減らしました。一般会計からの繰り入れというのは、国保財政を安定的

に運用する上で、やっぱりどうしても必要だと、一定を補てんすることは必要なの

だというふうに思っているのですけれども。平成２１年度のこの決算でいくと、国

保加入者１人当たりで7,689円、先ほどの資料でもわかるように、この7,900という

のは、４０市の中で、先ほどの資料から言えば35､6位くらいというふうになると思

うのですけれども、ほかの他の市町村との比較でも、やっぱり少ないと思います。

一般会計からの繰入金を平成２０年度並みの5億円程度、そうすると5億円だと１人

平均で1万600円くらいになるのですけれども、これ高過ぎる保険税を引き下げたり、

独自減免規定の財源にしたいという形で、大いに使える分というのはあるのではな

いかなというふうに思って、その点があると思います。 

それから、三つ目ですけれども、先ほどもちょっと触れられていましたけれども、

特定健診の受診者数の減少、横ばいというよりも、逆に減少なのです。それから、

人間ドック受診者の急増、先ほどの話にありました。今日はここにも先生方、大勢
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いらっしゃいますから、先生方も意見をお聞きしてもいいと思うのですけれども、

これは現在のメタボ対策で進められている特定健診が、メタボ健診そのものの基準

がおかしいではないかという報道もありますけれども、これではやっぱり自分の健

康管理に役に立たない、魅力ないものになっているからではないかというふうなこ

とを考えています。 

それをどうするかということで言えば、特定健診に行って、市独自の検査項目を

追加したり、それから成人病とがん検診を、このセットで受けられるようにすると

か、そういうふうな工夫、改善が必要なのではないかなと。たしか特定健診は、今

の受診率は36％くらいだと思うのですけれども、これを国の基準で言えば、50％く

らいにしたいというふうなことだと思うのですけれども、これではなかなか増えて

いかないのではないかなというふうにも思います。自分の健康管理に役立たない特

定健診なんか、やっぱりお金を出して受ける人いなくなると思いますので、そうい

う点では、今この現象がこの中にあるのではないかなというふうに思って、これの

改善をやっぱりしていかないといけないのではないかなというのが私の意見です。 

以上です。以上３点。 

〇会長  どうもありがとうございました。 

  ほかに討論ございますか。 

               「なし」の声 

〇会長  討論がなければ、採決いたします。 

  諮問第２号に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

               〔賛成者挙手〕 

〇会長  挙手多数でございます。 

  よって、諮問第２号は承認をされました。ありがとうございました。 

 

   ◎報告事項 

〇会長  次に、報告事項に移らせていただきます。平成２２年度国民健康保険税の

本算定についてです。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

  保険年金課長。 

〇保険年金課長  それでは、本日、次第のほうでは、報告事項としまして１点のみ

でございますが、こちらは資料３を事前にお送りさせていただいておりますので、

この資料３に沿ってご説明をさせていただきたいと思いますが、もう一つ、この次



－22－ 

第にはございませんけれども、報告事項ございますので、そちらもあわせて報告を

させていただきたいと思います。 

  まず、資料の３でございますけれども、平成２２年度、今年度の保険税の賦課状

況ということでご報告をさせていただきます。まず、平成２１年度とそれほど変わ

った点はございませんので、後ほどこちらの報告の中に書かれてあります項目を見

ていただければ、お分かりになるのかなというふうに思いますが、若干、変化があ

った点につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、課税の状況でございますけれども、先ほど収税課のほうからもご説明がご

ざいましたとおり、ここのリーマンショック以降の、景気の落ち込みの中で、そち

らの影響が大きいかと思いますけれども、所得割について、特に減っているという

のが実情でございまして、したがって、賦課額につきましては、その所得割を中心

にして、落ち込みが見られるということでございます。前年比ということで申しま

すと、合計の欄を見ていただければおわかりのとおり、1億5,000万円少々の減収が

見られるということでございます。 

  それから、次の２点目の納付方法別の内訳でございます。前にもご説明を申し上

げましたが、年金からの特別徴収というものが始まっております。本来からいきま

すと、平成２０年度、医療制度改革が本格実施された段階で、平成２０年４月から、

年金からの特別徴収をすることができたのですけれども、当市の場合は、その時期

にちょうどシステムの移行の関係が入りましたので、平成２０年４月からはちょっ

と無理だということで、昨年１０月から、平成２１年１０月から年金からの特別徴

収を始めております。 

したがって、この２の納付方法別内訳の中の③の特別徴収のところを見ていただ

いて、平成２１年度がゼロとなっておりますが、下の米印で注意書きにも書いてお

りますけれども、昨年の１０月から実施したという関係で、統計上はこのように平

成２１年度はゼロというふうに算出をさせていただいておりますけれども、１０月

１日の時点で1,635世帯から特別徴収をさせていただいております。それが平成 

２２年度については1,416件ということでなっております。 

最初は、年金からの特別徴収に該当される方は、すべて原則として年金からの特

別徴収ということだったのですけれども、途中で国のほうもいろいろな批判を受け

て方針を変えまして、後期高齢者医療制度の保険料と同様に、年金からの特別徴収

を完全に選択制にしようということで、口座振替と特別徴収を選べるということに

なりました。したがって、若干の落ち込みが見られるのかなというふうに考えてお
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ります。 

ということでございまして、特に年金からの特別徴収については、６５歳以上と

いうのが、まず前提条件にございますので、そういった意味では、６５歳以上の方

ということになりますと、大体国保の加入者の方が、今3万2,000人ぐらいでござい

ますけれども、大体１万人ぐらいの規模で、３分の１ぐらいの方が６５歳以上とい

うことでございますので、そういった意味では、特別徴収のほうが若干少ないのか

なという感じがしております。いずれにしても、これは世帯に対する賦課という、

その国保税のあり方の問題もあろうかと思いますけれども、このような納付方法の

内訳としては、現状の数字はこのようになっているということでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

以下、資料の３につきましては、先ほども申しましたけれども、細かい部分がご

ざいますので、見ていただければよろしいかなというふうに考えておりますので、

本算定の賦課報告としては、以上にさせていただきたいと思います。 

続いて、報告事項の２点目でございますが、既に新聞などでも７月の時点で報道

がなされておりますので、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、冒頭、市長の

あいさつの中でもございましたとおり、政府、民主党の政策としては、後期高齢者

医療制度を廃止するというのを掲げておりますので、今、それに沿った検討がなさ

れております。その後期高齢者医療制度を廃止した後、どうするのかということを

中心に検討がなされておりまして、それが厚生労働大臣の諮問機関になっている

「高齢者医療制度改革会議」というところで、今、検討はなされているわけでござ

いますが、当初示された行程表によりますと、今年の夏に中間取りまとめを行いま

すよということで、当初行程表が示されておりまして、したがって、この高齢者医

療制度改革会議のほうでも、中間の取りまとめをここで行うということになってお

ります。これが８月２０日に、今月の２０日に会議が開催されて、そこで中間取り

まとめを行うというふうになっておりますが、７月に新聞などで報道された内容に

ついては、厚生労働省のほうが示した中間取りまとめの案ということで新聞報道が

なされております。 

その内容について、若干この場をお借りしてご説明をさせていただきたいと思い

ますが、簡単に申しますと、主な内容としては、まず後期高齢者医療制度を廃止し

て、地域保険は国保に一本化するというのがその骨子になっております。それで、

加入するその健康保険の制度がどれであれ、年齢で区分することはしないというこ

とになっておりまして、何歳になられても、例えばサラリーマンである方について
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は被用者保険に入る、それからそれらの被扶養者の方も被用者保険のほうに引き続

き入ると。これらの被用者保険のほうに加入できない方は、そのまま国保のほうに

入られるということで、現役世代と同じ制度に加入するというのを原則にしようと

いうことで中間の取りまとめ案はできております。 

肝心な運営主体につきましては、結論は先送りになっておりまして、財政運営上、

またそれらの方が、一度後期高齢者医療制度に入られた方が、また国保に戻ってく

る、あるいは被用者保険のほうに戻ってくることになりますので、国保のほうは、

それらの方が戻ってくるということは、非常に財政運営上、厳しくなるわけでござ

いますので、そういった意味で、それをどういうふうに解決していくのかという中

で、案としては都道府県単位で、まず財政運営を行うということでございまして、

当面、段階的に年齢の区分については、いろいろ意見があるようでございますけれ

ども、７５歳以上とか、あるいは６５歳以上の方を、その財政運営上は切り離して、

都道府県単位で運営をしたらどうかというのが、取りまとめの中の１つの意見にな

っております。 

それから、ではその運営主体をどうするのかというのは、結論も出ておりません

ので、今後の検討事項ということで、１つの案としては、市町村とそれから都道府

県と役割分担をきちんと決めて行う、あるいは後期高齢者医療制度で行ったとおり

の広域連合で行う、あるいは都道府県が運営主体になって行うとかということで、

各論併記でございまして、そのような取りまとめの内容になっております。 

いずれにしても、この中間取りまとめにつきましては、先ほど申しましたとおり、

今月の２０日の高齢者医療制度改革会議の中で結論が出るというふうになってお

りますが、あくまでもこれは中間取りまとめでございますので、当初、国のほうで

示した行程表によりますと、年内にこの新しい医療制度の案を取りまとめて、来年

の１月からの通常国会にそれを提案するということになっておりまして、２年間の

準備期間を置いて、平成２５年４月から新しい制度に移行するということで行程表

は示しておりますので、そのとおりにいくと、今年、年内には新しい制度がはっき

りするのではないかなというふうに担当としては考えております。 

いずれにしても、そのような検討が今、国のほうで進められているということで

ご報告とさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

〇会長  ありがとうございました。 

  この報告事項でございますけれども、何かもし質問があれば、何かございますか。 
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               「なし」の声 

〇会長  なければ、一応質疑を打ち切りたいと思います。 

 

   ◎その他 

〇会長  それでは、今日の事項でございますが、その他につきまして、委員のほう

からも何かありましたら、承りたいと思います。 

               「なし」の声 

 

   ◎会議録の確認 

〇会長  なければ、次に会議録の確認でございますが、後日、会議録がまとまり次

第、峯岸委員さんと細田委員さんに署名をお願いしたいと思います。確認をしてお

きます。 

 

   ◎閉会の宣告 

〇会長  以上で本日の会議は終了させていただきますので、大変皆さん方にはお忙

しい中、ありがとうございました。 

  本来ならば、会長代理に閉会のあいさつをいただくところですが、本日は欠席で

ございますので、私から一言閉会のごあいさつを申し上げます。 

  今日は大変お忙しい中、皆様方にはご出席をいただきまして、今日の諮問事項の

２点につきまして活発なる審議をしていただきまして、大変ありがとうございまし

た。この諮問事項につきましては、後日、市長に提出させていただきたいと思いま

すので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

大変、今日はご苦労さまでございました。ありがとうございました。 

                             （午後 ３時０５分） 

 

  


